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題名／集落に陽が沈む　提供／大波 天久　中国書法研究院客員教授

～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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新入会員を募集中！！新入会員を募集中！！
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そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくは事務局又は、ホームページで！
郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくは事務局又は、ホームページで！ 郡山法人会
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東北税理士会郡山支部
税理士 小松 賢一

税のミニ通信 所得税の配偶者控除の性格
１．所得税のしくみ
　まず、所得税の計算の流れは、簡単に説明すると、次のようになります。
①「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」
を求めます。
②「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いて、「課税される
所得金額」を求めます。

③「課税される所得金額」に「所得税の税率」を乗じて、「所得税額」を求めま
す。

　上記②の「所得から差し引かれる金額」いわゆる（所得控除）の一つが「配偶者控除」です。

２．配偶者控除の内容
　配偶者控除とは、配偶者(夫または妻)がいる場合には、配偶者の年間の合計所得金額が３８万
円以下である場合に受けられる所得控除です。
　控除額は、①一般控除対象配偶者は、３８万円　②老人控除対象配偶者(７０歳以上の配偶者)
は、４８万円です。

３．配偶者控除論争
　配偶者控除に対しては、「働かなくても控除を受けられるのは不公平」とか「内助の功に報いる
時代にそぐわない税制」といった配偶者控除廃止論がある一方、「配偶者控除の範囲内でパートと
して短時間働く、控除は主婦が働くきっかけになっている」といった存続論もあります。
　しかし、配偶者控除をこのように解するのは、正しい理解ではないような気がします。
　憲法２５条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。二、国はす
べての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければな
らない。」と規定している。
　これは、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、所得のない者には給付し、所得のある者
には最低生活費を控除することを命じています。これが全ての納税者が無条件に差し引ける所
得控除である「基礎控除」です。
　しかし、専業主婦の家事労働は金銭的な評価はされず、所得はないこととされ、かつ、国からの
給付もありませんし、納税者でもないので「基礎控除」も使えません。そこで、専業主婦も自分の
最低生活費を夫の所得から差し引いているのです。
　これが配偶者控除の本来の性格です。

４．今後
　配偶者控除には、配偶者の一方が一定金額以下の所得しかない場合に他方配偶者から一定金
額を控除できる免税点方式で所得要件があることや、企業の配偶者手当等に影響を与えている
ことから、見直しが進められています。

【参考文献】
　三木義一著「日本の税金」（岩波新書）
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　１１月１５日、青年部会「小学生の税に関する標語」、女性部会「小
学生の税に関する絵はがきコンクール」の合同表彰式を郡山法人
会館で開催した。
　小学生に税についての理解を深めてもらおうと標語は１２回目、
絵はがきは７回目の実施となる。
　標語の最優秀賞に増子哲平さん、絵はがきの最優秀賞に佐久
間小春さんの作品が輝いた。
　標語は２０校から４５９点、絵はがきは１１校から２８７点の応募が
あった。

税に関するコンクール表彰式開催税に関するコンクール表彰式開催

税に関するコンクール受彰者

小学生の税に関する
標語入選作品
小学生の税に関する
標語入選作品

小学生の絵はがきコンクール
入選作品
小学生の絵はがきコンクール
入選作品

◆最優秀賞（１名）
　◎朝日が丘小学校６年 佐久間 小春（さくま こはる） ①
◆優 秀 賞（２名）
　◎朝日が丘小学校６年 志賀 瑠衣（しが るい） ②
　◎御代田小学校６年 会田 莉子（あいた りこ） ③
◆金　　賞（１名）
　◎安子島小学校６年 栁田 千種（やなぎだ ちぐさ） ④
◆銀　賞（２名）
　◎朝日が丘小学校６年 酒巻 　空（さかまき そら）
　◎御代田小学校６年 眞壁 遼成（まかべ りょうせい）
◆銅　賞（３名）
　◎富田小学校６年 大越 奏太（おおこし かなた）
　◎富田小学校６年 山田 恋奈（やまだ ここな）
　◎御代田小学校６年 三本木 亮斉（さんぼんぎ あきなり）
◆審査員特別賞（１名）
　◎朝日が丘小学校６年 佐藤 マリア（さとう まりあ）

◆最優秀賞（1名）
◎富田東小学校6年　増子 哲平（ましこ てっぺい）

　「納めれば未来の笑顔が増えていく」

◆優秀賞（3名）
◎桃見台小学校5年　片寄 綾太（かたよせ りょうた）

　「お父さんお母さん税金納めてありがとう」

◎桃見台小学校6年　渡邊 小百合（わたなべ さゆり）

　「納税は今も未来もぼくの義務」

◎常葉小学校5年　中島 洋太（なかじま ようた）

　「納税でぼくらの夢をかなえたい」

◆金　賞（3名）
◎沢石小学校6年　佐藤　 灯（さとう あかり）

　「使い道知って正しく納税を」

◎沢石小学校5年　佐久間 埜乃（さくま のの）

　「税金は暮らしを支える道しるべ」

◎富田西小学校6年　菅野 柊音（かんの しゅうね）

　「税を知り日本の未来を考えよう」

◆審査委員特別賞（1名）
◎中郷小学校6年　鈴木 陸士（すずき りくと）

　「納税でつくるよ守るよみんなの未来」

②

①

③

④
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　１１月１１日午前１１時、税の啓発、租税教育の一環として、郡山税務署に
おいてクリアファイル贈呈式を行った。当日、法人会キャラクター・けんた
くんがデザインされたクリアファイル１０７０部を長井久署長に手渡した。
税に関する作文に応募した、中学生および高校生全員に応募記念品とし
て配付されます。

クリアファイル贈呈式クリアファイル贈呈式

長井署長（右）にクリアファイルを手渡す伊野会長

　１１月１５日、平成２８年度納税表彰式が郡山ビューホテルアネックスで行わ
れた。
　申告納税制度の普及発展及び納税意識の高揚に尽くされた功績に対し
て表彰されるもので、当会から、大和田勝典副会長、高田正人副会長の２名
が受彰した。長井久署長（左）より表彰状と記念品が贈呈され、受彰者を代
表し大和田副会長があいさつをした。

平成２８年度 納税表彰受彰平成２８年度 納税表彰受彰

納税表彰受彰者の大和田副会長

　１１月１８日、田村支部・三春支部・小野支部の合同講演会を田村市文化センター（田村市）にて開催した。法政大学スポーツ健康学部教
授・元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサーの山本浩氏を講師に迎え、「一人一人の声を聞け ～スポーツ界の現代的命題」と題し、ご講演い
ただいた。
　記憶にも新しいリオ五輪。メダルラッシュに沸いた日本の活躍の裏にあった、情報と化学を武器に計算された戦術を解説した。世界に
衝撃を与えた陸上競技の男子１００Ｍリレーでは緻密に計算されたバトンパスにより銀メダルを獲得した。日本は、世界でも珍しいアン
ダーハンドパスを採用し、最大の特徴であるスムーズな加速で走力を補った。また、バトンを受け取る選手達は、走り始める地点を手前に
することで最大限に加速した状態でバトンを繋いだ。
　選手によっては加速に要する時間が違うので走り始めの地点を個々に合
わせ緻密な調整を行い、無駄のないバトンパスを実現した。
　試合で力を出すためには、何よりコンディションが大切。試合までの長距
離移動や時差、気象変化などの条件の中、選手の状態を見極め、睡眠・食事・
疲労回復など、試合当日に標準を合わせ調整するためにも、選手とコーチの
コミュニケーションが重要であると語った。
元アナウンサーの軽妙なトークに、参加者はスポーツの魅力を感じることの
できた講演会となった。

郡山法人会「田村支部、三春支部、小野支部合同講演会」開催郡山法人会「田村支部、三春支部、小野支部合同講演会」開催

講師の山本 浩 氏

税を考える週間に様々な行事が行われました
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 　法人税確定申告書の添付書類「法人事業概況説明書」に、次のことを記載しましょう！

①法人会に加入していること
　以前、法人税確定申告書に添付していた「会員証」に代わるものです。

②自主点検チェックシートを作成していること
　法人会では、企業の税務コンプライアンスの向上のための取組として「自主点検チェックシート」（国税庁

後援）の活用を推奨しています。「自主点検チェックシート」を作成している場合は記載して下さい。

法人会員の皆さまへのお知らせ

② ①

帳　簿　書　類　の　名　称

14 

帳
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備
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加
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自主点検チェックシート 郡山法人会 会員

（役職名）郡山法人会 ※

（役職名）

営業時間 開店　　時　　閉店　　時

毎週（毎月）　　曜日（　　日）定 休 日
※理事、○○委員、○○支部幹事、○○部会幹事など

表 裏

発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会
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